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保険代理店業務  仕様書

1. 概要

学校法人沖縄科学技術大学院大学学園（以下「学園」という。）が加入する保険契約において、既存

の契約を見直しし、また適切な保険商品を選定することにより学園とその構成員の生命・身体・財産

の保全に資するため、保険代理店（以下、「業務提供者」という。）業務を担う業者を選定するもの

である。

2. 業務実施期間：2024年  2  月  1  日～2027年  1  月  31  日
（本業務に係る  2024年度以降の予算が成立し、予算示達がなされることを前提とする。）

3. 業務内容

  業務提供者は、特定の保険会社／保険グループの影響を受けない中立の立場で、学園の利益に資するた

め、以下の業務（以下「本業務」という）を行う。

3.1  専門的助言提供業務

⚫ 学園の要望やニーズの事前調査

⚫ リスク分析

⚫ リスク別保険（火災、損害、傷害保険、賠償責任）についてのアドバイス

⚫ エリア別保険（国内、海外）についてのアドバイス

⚫ 目的別保険（例：旅行、動産、共同研究活動、海外調査、野外での研究活動）のアドバイス

⚫ 保険市場、価格動向の継続的な監視と学園への情報提供

3.2  仲介関連業務

⚫ 適切な保険会社・保険商品の探索と学園への仲介

⚫ 保険会社への申し込み、契約交渉、締結の支援

3.3  その他業務

⚫ 事故発生時の損害分析・評価

⚫ 損害査定・保険金請求の際の学園への支援

⚫ その他

4. 業務提供者に必要な資格

⚫ 経営状態に問題がないこと。

⚫ 本業務を実施するために必要な保険業法上の許可を受けていること。

⚫ 特定の保険会社／保険グループの影響を受けない中立の立場で本業務を実施する体制を構築

できること。

⚫ 日本国内及び海外において保険媒介・代理店業務（もしくは類似業務）を提供した実績があ

ること。

⚫ 研究機関・学術機関において業務を提供した実績があること。

⚫ 学園専属のサポート体制を構築できること。

⚫ 日本語・英語によるサポートが提供できること（学園の役職員への商品説明、資料作成にお

いて、英語でのサポートが必要な場合がある）。
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5. 業務実績評価

⚫ 学園は、各事業年度の終了後、業務内容の評価の場を設定し、必要に応じ業務提供者の業務

内容について改善要求を行うことができる。

⚫ 業務実施状況が不良であり、学園の業務遂行に支障を来すと判断される場合、期間中でも

保険代理店としての指名を打ち切ることがある。

6.その他

⚫ 学園から業務提供者への直接の対価の支払いは一切行わない。

⚫ 業務提供者は、各事業年度の終了後、保険会社から当該事業年度に支払いを受けた手数料を

学園に開示するものとする。

7.  既存の契約情報及び本業務の対象となる保険契約の範囲：別表を参照のこと。



別表：OIST保険一覧表

保険代理店

業務対象保険
No. 保険の種類 対象 保険内容 開始日 終了日 保険料（円）

対象 1
企業総合保険

（火災保険）

被保険者が日本国内に所有するすべての固定資産

建物・屋外設備・装置・設備・什器等（棚卸資産は保

険の対象に含まない）なお、保険対象物の付属設備が

海中にある場合でも、これを保険対象とする。

以下も保険の目的とする。

・ボイラ等

・基礎工事

・門、塀、垣、物置、車庫、その他の付属建物

・畳、建具、従物、付属設備

・建物外に施設された煙突、煙道、コンクリート水槽

・軌道、護岸、桟橋、防油堤その他の土木構築物

・貯蔵や納置の目的を持って収容された装置、設備・

什器等

・他人に貸与または管理を委託しているもの

1事故180億円（免責100万円）

①火災、落雷、破裂・爆発　②風災・ひょう災・雪災　③水災　④電気・機械的　⑤車両・航空機の衝

突　⑥給排水設備の事故による水濡れ　⑦騒擾・労働争議　⑧外部からの物体の落下、飛来等　⑨盗難

⑩上記以外の事故

費用保険金：

・臨時費用保険金　損害保険金の10%に相当する額で1回の事故につき、1敷地内ごとに100万円を限度と

する。

・残存物取片づけ費用保険金

・失火見舞費用保険金

・地震火災費用保険金

・ 修理付帯費用保険金

特約：

・情報メディア補償特約 　100万円（免責なし）

・ 研究開発継続費用　1億円（免責なし）

・ボイラ危険に関する追加特約 　14億2384.6千円（免責100万円）

2023/11/1 2024/11/1
26,059,560

対象 2

総合賠償責任保険（国内）

(CGL：Commercial General

Liability)

1.　OIST（記名被保険者）

2.　OISTの使用人等（下請負人も含む）

3.　OIST主催の行事参加者およびボランティアの全員

4.　OIST借用不動産の管理人

5.　OISTから業務の委託を受けた者（その業務の範囲

に起因する事故の損害賠償のみ補償）

6.　OISTがインターンシップ等を通じて受け入れる者

およびこれに準じる者

7.　OISTとService Agreement契約に基づいて業務を行

う者

（その業務の範囲に起因する事故のみ補償）

8.　その他OISTの業務に従事する者（共同研究者など

を想定し、その業務の範囲に起因する事故のみ補償）

上記被保険者間における損害賠償請求による各被保険

者の損害も補償

 記名被保険者が行う全ての業務（研究を含む）および

被保険者が扱う全ての財物に関して、以下のリスクに

起因して発生した第三者からの損害賠償 により、被保

険者に生じた法律上の損害賠償責任を補償

①施設所有管理者特約条項　補償額5億円/1事故　免責金額無し

②生産物特約条項　補償額5億円/1事故および年間限度　免責金額無し

③受託物リスク　補償額1,000万円/1事故および年間限度　免責金額5千円

/1事故　※貴重品は補償額100万円/1事故　免責金額5千円/1事故

④借用不動産補償　補償額1億円/1事故および年間限度　免責金額5千円/1事故

上記補償限度額は各項目事に適用され、内枠では無い

・その他の補償（特約など）

（1）事故対応特別費用担保追加条項　1,000万円/年間限度

（2）被害者対応費用担保追加条項　50万円/1名、1000万円/年間限度

（3）昇降機に起因する損賠賠償の補償（4）漏水担に起因する損賠賠償の補償

（5）不良完成品損害担保追加条項（10％）　第三者対物補償額の10％限度/年間、内枠払い

（6）不良製造・加工品損害担保追加条項（10%）　 対物補償額の10％限度/年間、内枠払

（7）物理的損傷を伴わない財物の使用不能損害担保追加条項　対物補償額の範囲内、内枠払い

（8）生産物・仕事の結果事故における生産物⾃体・仕事の目的物⾃体担保追加条項　1,000万円/内枠払い

（9）人格権侵害に起因する損害賠償の補償　5億円/年間限度  人格権侵害行為が保険期間開始前になされた場

合であっても、補償対象。（10）第三者医療費用 50万円/1名、1,000万円/保険期間中

（11）受託物への損害賠償補償（その他の補償内容（8）-美術品・貴重品-に記載の補償も含む）

受託物財物の滅失・毀損・汚損・紛失・盗取または搾取およびこれらによる当該受託物の使用不能損害も補

償。補償額を100万円/年間限度、免責金額は5千円/1事故

（12）-2 不⾜かつ突発的に発生したバイオ・ケミカル関係の重⼤物質に起因する賠償責任も補償対象とする。

例︓外部侵入者に危険物質を盗難されテロを起こされた場合、管理に不備があった場合 等

（13）⾮所有⾃動車リスク補償特約―（レンタカーも補償対象。ただし、リース車両は補償対象外）

（14）ラジオアイソトープリスクの補償

（15）不測かつ突発的事故によって発生した環境汚染（空気・水・土壌）に起因する損害賠償および除去費用

は補償（これは通常の賠償責任保険普通約款で補償されるものと理解する）。バイオケミカルに起因するもの

も含む。

（16）借用不動産への損害に起因する補償（＊東京オフィス）

2023/9/1 2024/9/1 1,856,720

対象 3

総合賠償責任保険（海外）

(CGL：Commercial General

Liability)

1.　OIST（記名被保険者）

2.　OISTの使用人等（個人の研究者等）

3.　OISTと共同研究を行っている研究者等

Employee of the Named Insured and any individual

person while in the scope of Named Insured's

business are also included in the Insured

被保険者がOISTの業務の一環として海外で行う研究活

動

※ただし、オペレーションに起因するもののみ対象施

設のメンテナンス不良や管理ミスに起因する事故は対

象外

業務中賠償補償額 USD5,000,000/1事故　免責金額無し

＊ＰＬ事故・完成作業賠償は補償されない ＊施設に起因する事故であっても、エレベーター・エスカ

レーター等に起因する事故は補償されない　＊訴訟費用含む

2022/12/16 2023/12/16 334,960

対象 4
賠償責任保険

(サイバーリスク)

研究員、学生が使用人の定義に該当しなければ被保険

者に含まれません。

① 記名被保険者

② 記名被保険者の使用人等。

ただし、記名被保険者の業務に関するかぎりにおい

て、被保険者とします。

OISTが保有/管理する個人情報、提携先等の外部法人や

外部機関⾃体の機密事項の漏えいに起因する損害賠償

請求を補償。個人情報にはOISTに所属する教授、研究

員、学生等を含む。

適用地域：全世界

損害賠償提起地：全世界 （全世界どこで訴訟提起され

ても補償）

補償限度額：10億円/1事故および保険期間中限度（免責10万円）

詳細な補償条件

1.  賠償責任に関する補償　個人情報漏洩賠償責任、企業情報漏洩賠償責任、外部委

託による賠償責任、情報セキュリティ賠償責任

2.  行政手続費用　調査対応費用

3.  危機管理対応のための費用　危機管理PR費用、フオレンジック費、見舞金、知・

モニタリング 費用、危機管理実行費用、復元費用、再発防止費用、公的調査対応費

用、風評被害拡⼤防止費用

4.　営業継続費用　 補償額1億円（免責時間3時間・約定填補期間　12カ月）

2023/11/1 2024/11/1 1,879,740円

対象 5

会社役員賠償責任保険

(D&O：Directors & Officers

Liability)

(拡充特約2.11_P8)「被保険者」に規定された役員等の

個人（OISTは被保険者とならない）

弁護士*も含む（学校の運営に対する学校への法律的な

アドバイスは役員や職員の職務として含まれる）

*法人から雇用されている弁護士資格を持った役員・職

員も学校の運営に対する学校への法律的なアドバイス

を行う行為は対

象となる。ただし、第三者への弁護士としての業務は

補償対象外(2015年チャブ回答）

(適用地)日本国内で損害賠償請求が提起された場合のみ

（保険適用地域に関する特約_M1 より）

てん補限度額　3億円/1事故、年間限度

・会社訴訟　サブリミット1億円/1事故（上記総支払限度額の内枠）

・役員追加てん補限度額　2,500万円/役員1名、1億円/年間限度

・初期対応費用　サブリミット1,000万円/限度額の内枠（初期対応費用補償特約3）

・危機費用　サブリミット500万円（拡充特約2.4）

・危機広報費用　サブリミット500万円（拡充特約2.26）

・ブランド保護対応費用　サブリミット500万円（拡充特約2.27）

・緊急防衛費用および緊急調査対応費用（保釈保証費用含む）　サブリミット　てん補限度額3億円の

10％（拡充特約7.9）

・予備調査対応費用　サブリミット500万円（拡充特約7.13）

・免責金額　なし

2023/5/1 2024/5/1 820,000

対象 6

専門業務事業者賠償責任保険

(E&O：Errors & Omissions

Liability)

1.契約者である学校法人

2.当該学校経営者（役員、理事、監事、評議員を含む）

3.当該学校の教員（臨時教員、教育実習生を含む）

4.職員（3.以外の学校法人等の従業員）

5.当該学校管理下にある教育実習生、ボランティアなど

6.弁護士（学校の運営に対する学校への法律的なアドバ

イスは役員や職員の職務として含まれる）

(適用地)全世界

(適用業務)全世界で行われる沖縄科学技術⼤学院⼤学学

園の教育活動全般

(損害の範囲)普約6.15に記載の内容（訴訟費用である防

衛費用も含む）

・支払限度額　5,000万円/1事故、年間限度

（支払限度額変更特約にて規定されている、いじめ、肉体的もしくは精神的体罰またはハラスメントに

起因する損害賠償の支払限度額も5,000万円）

・訴訟費用　支払限度額の内枠

・免責金額　10万円/1事故

2023/5/1 2024/5/1 430,000



保険代理店

業務対象保険
No. 保険の種類 対象 保険内容 開始日 終了日 保険料（円）

対象 7
企業・団体傷害保険

役員損害保険(GPA Pro ACE)

役員5名

契約条件：就業中のみ補償

保険金額（1 名あたり）

・死亡補償5,000万円

・後遺障害補償5,000万円

・入院日額10,000円 (てん補180日)

・通院日額5,000円 (てん補90日)

・手術補償10,000円 (てん補180日)*入院の場合は保険金額の10倍、その他は保険金

額の5倍

・熱中症補償有り

・精神疾患後遺障害補償

2023/7/25 2024/7/25 128,200

対象 8 普通傷害保険

OIST構内見学者および

OIST敷地内外のイベントに参加する者全て

死亡/後遺障害　1,000万円/1名

入院日額　　　　　 5,000円/1名

通院日額         　3,000円/1名

特約：行事参加者補償制度費用保険特約、特定疾病補償限定特約（熱中症・低体温症・脱水症・細菌性

食中毒のみ）

2023/4/2 2024/4/1 32,817

対象 9
普通傷害保険

（赴任者傷害保険）

来日する OIST への赴任者およびその家族

（個人賠償危険補償特約も含め、来日しない家族は除

く）

傷害死亡/後遺障害限度額　1,000万円

傷害入院　10,000円（支払限度日数 180 日・支払対象期間 180 日）

傷害通院　5,000円  （支払限度日数 90 日・支払対象期間 180 日）

携行品損害補償特約 10万円　免責金額 3,000 円

個人賠償責任補償特約　1億円

救援者費用等補償特約　300万円

特定感染症補償特約（後遺障害1,000万円／入院保険金10,000円／通院保険金5,000円）

※海外旅行保険と異なり通常の疾病は補償されない

※海外の⾃宅を出発してから目的地に到着するまで

2023/7/1 2024/6/30 473,200

対象 10
動産総合保険

（海洋機器）

海洋調査に使用される機器

（所在確認や回収が困難な機器は原則補償されない）

補償期間：海洋調査を目的としてOISTの構内を出てか

ら海洋調査終了後、OISTの構内に戻るまで。（OIST構

内保管中は補償されない）

・地中・水中・空中危険補償特約、縮小支払い特約（縮小支払い割合50％）

・通知・精算に関する特約（保険料期末確定精算）

免責金額　10,000円

・保険金算定：経年原価率
2023/4/1 2024/4/1 526,080

対象 11 動産総合保険

水中ドローン①

不測かつ突発的な事故によって保険の対象について生

じた損害に対して損害保険金を支払うもの

保険金額：1,944千円

免責金額：100千円

臨時費用保険金不担保特約条項

国内のみ担保特約条項

使用人等の不正行為免責特約条項

単独汚損･擦損不担保特約条項

万引危険免責特約条項

管球類単独損害不担保特約条項

冷凍･冷蔵物特約条項

2023/3/31 2024/3/31 122,490

対象 12
施設所有者管理者

賠償責任保険

ドローン②

主な補償内容：ドローンの運行、操作に起因した財物

損壊、身体障害等により、第三者に対し法律上の賠償

責任を負った場合

支払限度額　１億円

主な特約

（ ）内はサブリミット

共通支払限度額特約

使用不能損害拡張補償特約（100 万円限度／1 事故保険期間中）

来訪者財物損害補償特約（10 万円／1 事故）

工事発注者責任補償特約

人格権侵害補償特約（100 万円／1 名、1,000 万円／1 事故）

被害者治療費用補償特約（50 万円／1 名、1 億円／1 事故）

訴訟対応費用補償特約（1,000 万円／1 事故保険期間中）

初期対応費用補償特約（1,000 万円／1 事故保険期間中）

免責金額　なし（ただし、一部の上記特約で免責金額あり。来訪者財物3,000円）

2023/4/1 2024/4/1 19,150

対象 13
施設所有者管理者

賠償責任保険

ドローン③

※同上

※同上
2023/5/12 2023/5/12 19,150

対象 14
施設所有者管理者

賠償責任保険

ドローン④

※同上

※同上
2023/5/18 2024/5/18 19,150

対象 15
施設所有者管理者

賠償責任保険

ドローン⑤

※同上

※同上
2023/7/1 2024/7/1 19,150

対象 16
施設所有者管理者

賠償責任保険

ドローン⑥

※同上

※同上
2023/7/19 2024/7/19 19,150

対象 17
施設所有者管理者

賠償責任保険

ドローン(2機) ⑦

※同上

※同上
2023/12/1 2024/12/1 38,300

対象 18 動産総合保険

ドローン⑧

日本国内に所在する無人航空機であって次のa・b を満

たすもの

a.保険金額（時価額）100 千円以上であること

b.総重量が150kg 未満であること（※）

（※）燃料、薬剤、機器等をすべて搭載した状態の重

さを指します。

保険金額　263千円

主な補償内容　　操縦ミスによる機体の損傷、飛行中の落雷による機体の破損・保管中の機体の盗難な

ど

免責金額　なし

縮小払い　90％

評価額　時価額

2023/4/1 2024/4/1 23,670

対象 19 動産総合保険
ドローン⑨

※同上

保険金額　261千円

※その他の内容同上
2023/5/12 2024/5/12 18,790

対象 20 動産総合保険
ドローン⑩

※同上

保険金額　351千円

※その他の内容同上
2023/5/18 2024/5/18 31,590

対象 21 動産総合保険
ドローン⑪

※同上

保険金額　244千円

※その他の内容同上
2023/7/1 2024/7/1 21,960

対象 22 動産総合保険
ドローン⑫

※同上

保険金額　245千円

※その他の内容同上
2023/7/19 2024/7/19 22,050



保険代理店

業務対象保険
No. 保険の種類 対象 保険内容 開始日 終了日 保険料（円）

対象

（アウトバウンド３ヶ月以内）

OISTの業務のため海外へ派遣されるOISTの役員および

従業員

適用地域：全世界

付与されている特約：傷害死亡保険金支払特約・傷害後遺障害保険金支払特約（後遺障害等級表型）

傷害死亡・傷害後遺障害　1,000万円

治療・救援費用　無制限

疾病死亡　1,000万円（免責金額なし）

賠償責任　1億円（免責金額なし）

携行品損害　10万円

航空機寄託手荷物遅延費用　10万円

航空機遅延費用　2万円

*家族総合賠償の⾃動車賠償責任の免責金額(対人・対物共通、1事故につき)

1)アメリカ・カナダ　2,500万円

2)ヨーロッパ諸国(除・旧共産圏)、オーストラリア、ニュージーランド　1,000万円

3)上記以外の地域　300万円

1,000,000

対象

（アウトバウンド３ヶ月以上）

OISTの業務のため海外へ派遣されるOISTの役員および

従業員

適用地域：全世界

付与されている特約：傷害死亡保険金支払特約・傷害後遺障害保険金支払特約（後遺障害等級表型）・

一時帰国中補償特約

傷害死亡・傷害後遺障害　1,000万円

治療・救援費用　無制限

疾病死亡　1,000万円（免責金額なし）

賠償責任　1億円（免責金額なし）

携行品損害　10万円

航空機寄託手荷物遅延費用　10万円

航空機遅延費用　2万円

*家族総合賠償の⾃動車賠償責任の免責金額(対人・対物共通、1事故につき)

1)アメリカ・カナダ　2,500万円

2)ヨーロッパ諸国(除・旧共産圏)、オーストラリア、ニュージーランド　1,000万円

3)上記以外の地域　300万円

400,000

対象

（インバウンド）

OISTの業務のため海外から日本へOISTにより招聘され

る者

適用地域：全世界

付与されている特約：傷害死亡保険金支払特約・傷害後遺障害保険金支払特約（後遺障害等級表型）

傷害死亡・傷害後遺障害　1,000万円

治療・救援費用　無制限

疾病死亡　1,000万円（免責金額なし）

賠償責任　1億円（免責金額なし）

携行品損害　10万円

航空機寄託手荷物遅延費用　10万円

航空機遅延費用　2万円

15,000,000

対象 24 労働災害保険

964名　政府労災申告書上の人数

適用地域：日本を含む全世界

①法定外補償　支払限度額→業務上：1860万円、通勤：1200万円

②死亡（遺族）補償

③通退勤補償あり

災害付帯費用特約（死亡～後遺障害7級の場合に一定費用を追加支払い）

使用者賠償責任　1名1億円/1事故

免責金額：なし、縮小補償：なし

契約方式：確定方式（保険料確定精算はなし）

サイバーインシデント補償特約

2023/11/11 2024/11/11 1,186,350

対象 25 家財保険（包括）

短期・長期滞在者が入居する建物の家財等（契約時：

80室）

家財　300万円（免責なし）

借家人賠償 　1,000億円（免責なし）

修理費用 　100万円（免責3,000円）

個人賠償責任特約 　1,000億円（免責なし）

2023/7/1 2024/7/1 538,400

⾮対象

アウトバウンド

一般包括：本学の業務（研修、セミナー、ワーク

ショップ、試験、イベント等を含むがこれに限らな

い）のために海外へ渡航する者すべて。ただし本学の

業務のために海外へ派遣される役職員全員は除く。

企業包括：本学の業務のために海外へ派遣される役職

員全員、教員、学生（本学に在籍するもの）、受け入

れ出向者、在籍出向者。

付与されている特約：傷害死亡・後遺障害

傷害死亡・傷害後遺障害　1,000万円

治療・救援費用　1,000万円

疾病死亡　1,000万円

賠償責任　1億円

携行品損害　10万円

テロ等対応費用　10万円

弁護士費用　100万円

＊ただし、「治療費用」及び「疾病死亡」は、被保険者が70歳以上かつ保険期間３ヶ月以上となる場

合、補償対象外

4,500,000

⾮対象

インバウンド

本学の業務（研修、セミナー、ワークショップ、試

験、イベント等を含むがこれに限らない）のために、

日本へ渡航する者すべて。ただし、本学に採用される

ことが決定し（新規被用者）、本学へ赴任する者およ

びその家族を除く。

付与されている特約：傷害死亡・後遺障害

傷害死亡・傷害後遺障害　1,000万円

治療・救援費用　1,000万円

疾病死亡　1,000万円

賠償責任　1億万円

携行品損害　10万円

テロ等対応費用　10万円

弁護士費用　100万円

ただし「治療・救援費用」及び「疾病死亡」は、被保険者が 70 才以上かつ保険期間 3 ヶ月以上となる

場合、補償対象外

6,600,000

⾮対象 27
⾃動車保険

（フリート）

OIST所有車両（15台） 対人保険　無制限、

対物保険　無制限(免責金額無し)

人身傷害　5000万円/1名（無保険車との事故によりケガをして、死亡した場合または後遺障害が生じた

場合　２億円/1名）

搭乗者傷害　1000万円/1名　（入院　7,500円/1日　通院　5,000円/1日）

車両保険　一般補償

運転者限定なし、年齢条件なし

2023/9/1 2024/9/1 569,140

⾮対象 28
⾃動車保険

（カーシェアリング）

OIST所有車両（レンタカー仕様） 対人保険　無制限、

対物保険　無制限(免責金額無し)

人身傷害　5000万円/1名（無保険車との事故によりケガをして、死亡した場合または後遺障害が生じた

場合　２億円/1名）

搭乗者傷害　1000万円/1名

車両保険　一般補償

運転者限定なし、年齢条件なし

2023/9/1 2024/9/1 48,740

⾮対象 29
学生教育研究災害傷害保険

(学研災&学研賠)

学生 学研災害(Aタイプ)

死亡保険金：(正課中)　2,000万円、(学校施設内・課外活動中・通学中)　1,000万円

医療保険金： 治療日数によって3000円～30万円

接触感染予防保険金(臨床実習中)：15,000円/1事故

学研賠(Aコース)

対人賠償・対物賠償：対人賠償と対物賠償合わせて1事故につき1億円(免責0円)

＊正課中・学校行事中・学校施設内・課外活動中・通学中

2023/4/1 2024/3/31 274,720

23

26

海外旅行総合保険

（JTB以外）
2023/4/1 2024/3/31

海外旅行総合保険

（JTB）
2023/4/4 2024/4/3



保険代理店

業務対象保険
No. 保険の種類 対象 保険内容 開始日 終了日 保険料（円）

⾮対象 30
学生教育研究災害傷害保険

(学研災&学研賠)

学生 学研災害(Aタイプ)

死亡保険金：(正課中)　2,000万円、(学校施設内・課外活動中・通学中)　1,000万円

医療保険金： 治療日数によって3000円～30万円

接触感染予防保険金(臨床実習中)：15,000円/1事故

学研賠(Aコース)

対人賠償・対物賠償：対人賠償と対物賠償合わせて1事故につき1億円(免責0円)

＊正課中・学校行事中・学校施設内・課外活動中・通学中

2023/9/1 2024/8/31 485,520

⾮対象 31

海外旅行保険

海外在住員総合保険

(東京海上日動)

OISTで学生として開始するため、

海外から赴任するものおよびその家族

※ただし、入国から21日以内の外国人留学生およびそ

の家族人限る。

1 名： 6,160 円、70 名： 431,200 円

治療・移送費用　保険金額　1,000万円

2020/11/1 2021/10/31 431,200

⾮対象 32

海外旅行保険

海外在住員総合保険

(東京海上日動)

OISTで学生として開始するため、

海外から赴任するものおよびその家族

1 名： 6,160 円、130 名： 800,800 円

治療・移送費用　保険金額　1,000万円

2020/10/31 2021/10/29 800,800

⾮対象 33 施設賠償責任保険

ドローン⑬

被保険者が一時的に保険の対象のドローンを海外に持

ち出した場合に海外で発生した事故についても補償

支払限度額 10億円

法律上の損害賠償金：CSL 10億円（1名・1事故）

管理下財物損壊担保特約：基本補償と共通

人格権侵害：100万円（1人）/ 1,000万円（1事故/期間中）免責金額：なし

初期対応費用：1,000万円（1事故）免責金額：なし

但し、身体障害を被った被害者への見舞い費用については1名あたり10万円が限度（1事故支払限度額の

内枠）

訴訟対応費用：1,000万円（1事故）免責金額：なし

追加被保険者特約：基本補償と共通

国外一時持ち出し危険担保特約：基本補償と共通

求償権不行使先：被保険者の承諾を得て保険の対象となるドローンの操縦者

2023/5/1 2024/5/1 17,050

⾮対象 34 施設賠償責任保険

ドローン⑭

被保険者が一時的に保険の対象のドローンを海外に持

ち出した場合に海外で発生した事故についても補償

支払限度額 5億円

管理財物補償　基本補償と共通

管理財物使用不能損害補償特約　30,000千円

人格権侵害補償　1名1,000千円、1事故10,000千円

初期対応費用補償　10,000千円

訴訟対応費用補償　10,000千円

追加被保険者特約

国外危険補償特約

免責金額　なし

2023/10/1 2024/9/30 14,100

⾮対象 35 施設賠償責任保険

ドローン⑮

被保険者が一時的に保険の対象のドローンを海外に持

ち出した場合に海外で発生した事故についても補償

支払限度額 10億円

※その他の内容同上
2023/9/16 2024/9/15 17,000

⾮対象 36 動産総合保険

ドローン⑯

被保険者が一時的に保険の対象のドローンを海外に持

ち出した場合に海外で発生した事故についても補償

保険金額　　4,662,000円

損害保険金

残存物取片づけ費用保険金

損害防止費用

権利保全行使費用

水災危険補償特約

捜索・回収費用保険金

臨時費用保険金

講習費用保険金

代替機賃借費用保険金

損害賠償請求権不行使特約

国外危険補償特約（一時持出用）

免責金額　なし

2023/9/23 2024/9/22 652,680


